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 は じ め に 
 
 

 今、日本は、少子高齢化の進展や経済社会のグローバル化など新しい時代の

急激な変化の中にあり、経済・社会全般にわたって「構造改革」に向けた様々

な取組みが進められています。また、三位一体の改革や市町村合併の進展など、

地方自治や政治の仕組みも大きな節目を迎えています。 

 こうした中、本県が、全国との競争の中で、県民が誇れる「夢のあるふるさ

とづくり」を進めていくためには、国に依存することなく、県民の参加を得な

がら、自らが考え、独創的な施策を展開していくことが求められています。 

 一方、長引く景気の低迷による県税収入の減少や地方交付税の削減により、

本県の財政状況も年々厳しさを増しており、事業の選択と集中を進め真に必要

な分野に人や予算を集中的に投資することが必要です。 

この福井県行財政構造改革プログラムは、地方分権新時代における「新たな

行政システム」の確立とそれを支える財源の確保について、その具体的な取組

内容、期限等を明らかにしたものであります。 

既に平成１５年度から取り組んでいるものもありますが、平成１８年度まで

に実現することを目標としています。 

 県としては、このプログラムに掲げた取組みを断行することにより、「福井元

気宣言」に掲げたビジョンを確実に実現し、県民の皆さんが豊かさを実感でき

る「プライド福井」を創造していく決意です。 

    

 平成１６年２月 

 

福井県知事 西 川 一 誠 
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Ⅰ 行財政構造改革の目的 
 
 

この行財政構造改革プログラムは、以下の３つの目的のために作成しました。 
 

知事を中心に全職員が一丸となって、県民が納得し、満足する県政を絶えず追

求し、県議会と連携しながら、市町村、地域コミュニティ、ＮＰＯ、そして一人

ひとりの県民との協働により、このプログラムを速やかに実現します。 
 

そして、地方分権新時代を迎え、「自己決定・自己責任」の原則の下、国から自

立した「地方政府」としての自覚と責任を持って、市町村と協力し、また、国と

対等な立場に立って本県の立場を堂々と主張できる「新しい福井県政府の樹立」

を目指します。 

 

１ 「福井元気宣言」実現の財源確保と推進体制の 
整備 
 
 「福井元気宣言」では、「元気な産業」「元気な社会」「元気な県土」「元気な県

政」の４つのビジョンと、これを実現する１０の政策を掲げ、県として最優先で

その実現に取り組んでいます。また、平成１５年１２月には「挑戦（チャレンジ）

ふくい－福井県経済社会活性化プラン－」を策定しました。 

 

厳しい財政状況の中で、これらの施策を予算化するために行財政構造改革を断行

して、平成１８年度までに２００億円の財源を生み出す必要があります。 

      また、施策を実現するために、成果主義に立った新しい仕事の進め方や体制が要

です。 
 
      このプログラムは、「福井元気宣言」を実現するための財源確保や推進体制を示

すことが目的の一つです。 

 

２ 国から自立した財政構造の確立 
 
「地方にできることは地方に委ねる」との原則の下、歳出・歳入の両面において、

地方の自由度を高め、地方の自立に向けた構造改革の実現に向けて、「三位一体の

改革」（※１）が進められています。  
 
しかしながら、平成１６年度の地方財政計画では、三位一体の改革の名の下に、

地方交付税（※２）と臨時財政対策債（※３）の合計が、対前年度比１２％減と大

幅に削減されるなど、全国の地方公共団体の予算編成に大きな影響が生じています。 
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三位一体の改革は、本来、地方分権を進めるに当たって、地方公共団体の財政基

盤を強化し、自立性を高めるものでなければなりません。国が地方に義務付けて

いる膨大な事務事業が見直されない中、地方交付税等が大幅に削減されることは、

地方公共団体の行政運営の裏付けである財政を圧迫するだけです。 
 
三位一体の改革が地方にとって真により良い改革となるよう、本県から国に対し

て主張すべきことは主張し、積極的な提案を行っていくことが必要です。 
 
このため、財政の健全化を一層進め、国の制度の動向に大きく影響を受けない弾

力的で、国から自立した財政構造を確立することもこのプログラムの目的です。 

 

３ 「管理」から「経営」への改革 
 

新しい時代の県民ニーズに的確に応え、環境変化へ高い適応力を発揮するため

には、予算や人など限られた行政経営資源を最大限活用し､県民の豊かさを最大限

高める「経営手法」を県政に導入することが必要です。 
 

      財政健全化はもとより、県民が満足する県政を進めるため､民間の経営手法を県

政に取り入れ、政策効果を重視した「政策推進マネジメントシステム」を構築し、

運営するとともに、これを実践する職員の意識や仕事の進め方を改革することも

このプログラムの目的とします。 

 

※１ 「三位一体の改革」とは、地方分権を進めるに当たって、地方公共団体

の財政基盤や自立性の強化を実現するため、「国庫補助負担金の削減」、

「国から地方への税源移譲」および「地方交付税の見直し」を一体的に行

うものと言われています。 
 
※２ 「地方交付税」とは、地方公共団体の税収の偏りを調整し、どの地域に

おいても一定の行政サービスを提供できるよう国から交付される地方共

有の固有財源で、国税収入の一定割合が財源として充てられています。 
 
※３ 「臨時財政対策債」とは、国の交付税特別会計の財源不足補てんのため

に交付税の一部が振替えられた赤字地方債のことで、その元利償還金につ

いては、後年度、地方交付税により全額措置されることになっています。 

 

2 



 

Ⅱ 変革の時代に対応した財政構造改革 
 

１ 深刻な財政状況と財政収支見通し 
 

○ 深刻な財政状況 

本県は、歳入・歳出の両面で、極めて厳しい財政状況に直面しています。 
 

     歳入については、重要なウェイトを占める県税収入が、一段の景気の低迷によ

り、平成１４年度には972億円と１３年ぶりに1,000億円を割り込み、１５年度、

１６年度とも 900億円程度に落ち込む見込みです。 
 

また、地方交付税についても、国の「三位一体の改革」により総額が大きく抑

制され、交付税の振替分である臨時財政対策債も含めて、平成１６年度の本県の

地方交付税は、対前年度比 222億円（12.4％）の大幅な減少となる見込みです。 
 

一方、歳出については、国の経済対策に呼応したこれまでの積極的な公共投資

などの取組みにより、県債残高が平成１５年度末で 7,370 億円にまで増嵩し、そ

れに伴い、元利償還金に当たる公債費が１６年度当初予算案で 801億円と歳出全

体の 16％を占めるに至っています。 
 

また、少子・高齢化への対応に要する福祉関係経費や人件費も含めた義務的経

費の増加により、経常収支比率（※１）が高くなるなど、財政の硬直化が一段と

進み、行政需要の変化への的確な対応が困難になってきています。 
 
本県のみならず地方公共団体は、財政再建に向け、国の取組みを上回る行財政

改革に取り組んでいますが、国の「三位一体の改革」において十分な議論がなさ

れず、国庫補助負担金の見直しや税源移譲が不十分な中、地方交付税の削減のみ

が先行して行われ、本県財政に大きな影響を与えています。 

 

このプログラムを着実に実行することにより、国の制度の動向に大きく左右さ

れず、本県の重要課題に適切に対応できる弾力的で足腰の強い、国から自立した

財政構造を確立する必要があります。 

 

※１ 「経常収支比率」とは、地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するた

めの指標であり、人件費や公債費のように経常的に支出される経費に充当

された一般財源の額が、地方税、普通交付税などの経常一般財源収入の総

額に占める割合で、80％以上が警戒ラインとされています。 
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○ 平成１６年度当初予算案と１７年度以降の厳しい財政収支見通し                      

 
     平成１６年度の当初予算案を基礎として、１７年度、１８年度の本県の財政収支

がどのように推移するかを、６頁の一定の仮定のもとに試算しました。 
    

       まず、歳入のうち県税収入については、これまで国の公表した経済成長率の見通

しを参考に伸び率を見込んできましたが、平成１６年度の本県の県税収入が引き続

き１５年度並みの見通しであるため、１７年度以降は基本的な伸び率を０％で試算

しました。ただし、電力会社の税収については、他県で新たに発電所が増設され、

それに伴う本県の税収が減少するため、その額についての減収を見込んでいます。 
 
     また、地方交付税については、今後も、国が「三位一体の改革」における地方歳

出抑制の一環として、地方公務員の定員削減による給与関係経費の抑制等を進める

こととしており、本県の地方交付税も引き続き減少していくものと見込んでいます。 
 

一方、歳出のうち人件費については、平成１７年度以降は人員削減や給与改定が

ないものとして、また、退職手当は各年度の退職者見込数をもとに積み上げた結果、

１７年度は減少するものの、１８年度については増加する見込みです。 
 
また、公債費については、既に発行済みの県債の元利償還計画等を踏まえて試算

した結果、これまで投資的経費の抑制に努めてきたことから、平成１６年度をピー

クに減少しています。 
 
投資的経費である公共事業費、県単独事業費については、平成１６年度の予算額

と同額で見込んでいます。 
 
その他の経費については、県税収入の一定割合が交付される市町村交付金以外は、

１６年度の予算額と同額で見込んでいます。 
 
以上の試算の結果、７頁の「財政収支見通し（収支改善計画前）」で示すように、

平成１７年度と１８年度の財政収支については、財政調整基金（※１）、県債管理基

金（※２）、地域振興基金（※３）の３基金（以下「財政調整基金等」という。）の１

６年度末残高見込み２９５億円の取り崩しでは対応できない、合計３８４億円の財

源不足が見込まれます。 
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       ※１ 「財政調整基金」とは、予測できない収入の減少や支出の増加に備えて

設けられている積立金で、家計の預貯金に相当するものです。 

       ※２ 「県債管理基金」とは、県債の返済を計画的に行うための積立金です。 

       ※３ 「地域振興基金」とは、個性豊かな社会資本の整備を計画的に行うため

の積立金です。 

    本県では、上記の３基金を、毎年度の財源不足を補てんする財源として

活用しています。 
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〔財政収支見通しの試算条件〕 

県税 

平成 16年度税収見込みをもとに試算 
伸 び 率 ０％（17年度以降） 
  〔参考〕 
   16 年度地方財政計画の地方税の伸び率 0.5％ 

国の「構造改革と経済財政の中期展望―2003 年度改定」 
             （16年１月 16日、経済財政諮問会議） 
      名目成長率 16年度 0.5％ 17 年度 1.4％ 

 18 年度 2.1％ 
法人関係税（法人県民税、法人事業税）  

外形標準課税については、影響なしで試算 
   電力関係は分割基準による影響額を考慮して減少を見込む 

地方交付税 

大幅な縮減が行われた 16年度地方財政計画をもとに試算 
給与関係費 地方財政計画の人員削減計画（～18年度 4万人純減）に

より試算 
投資的経費 16年度に大幅な抑制が行われ、当面の抑制目標は達成さ

れたものとして、17年度、18年度は伸び率 0％で試算 

国庫支出金 公共事業等の見込みにより試算 

県債 
臨時財政対策債は 16年度同額（283億円）として試算 
上記以外は、総額を 500億円以内で試算 

地方消費税清
算金等（※１） 

16 年度収入見込みをもとに、17年度以降は、国の名目成長率（17年
度 1.4％）を参考に試算 

歳 
 
 
 
 
 
 
 
入 

、 なお、三位一体の改革に伴う国庫負担金の廃止等については、税源移譲により収支
に影響がないものとして試算 

人件費 
16年度の職員数をもとに人員削減がないものとして試算 
給与改定率は 0％とし､退職手当は各年度の退職者見込数により試算 

義
務
的
経
費 

公債費 既に発行した県債の元利償還計画等により試算 

投資的経費 
16年度の予算額をもとに抑制を行わないものとして試算 
 公共事業 伸び率 0％ 県単独事業費 伸び率 0％ 

歳 
 
 
出 

その他の経費 
16年度の予算額をもとに抑制を行わないものとして試算 
県税収入の市町村交付金については積み上げにより試算 

 

※１ 「地方消費税清算金」とは、地方消費税（消費税１％相当）が税負担を最終消費者

に求め、流通段階では最終的な消費地を把握することができないことから、都道府県

間において一定の基準によって清算を行うことで得る収入のことです。 
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〔財政収支見通し（収支改善計画前）〕 

      （事業費ベース）                                                   （単位：億円） 

年       度 
１６年度 

当初予算案 
１７年度 １８年度 

県 税 ９１５ ８９３ ８９１ 

地 方 交 付 税 １，２８０ １，２５３ １，２２７ 

国 庫 支 出 金 ９３３ ９３８ ９３８ 

県 債 ７６４ ７１２ ７１２ 

うち臨時財政対策債 ２８３ ２８３ ２８３ 

 上 記 以 外 ４８１ ４２９ ４２９ 

地 方 消 費 税 清 算 金 等  ２３８ ２４１ ２４３ 

そ の 他 ７６９ ７５７ ７５７ 

歳 

 

入 

計 ① ４，８９９ ４，７９４ ４，７６８ 

 

義 務 的 経 費 ２，２８０ ２，２５１ ２，２４３ 

うち人 件 費 １，２９５ １，２８０ １，３０３ 

 うち公 債 費 ８０１ ７８３ ７４７ 

投 資 的 経 費 １，３５３ １，３５３ １，３５３ 

そ の 他 の 経 費 １，３７１ １，３７２ １，３７４ 

歳 

 

出 

計 ② ５，００４ ４，９７６ ４，９７０ 

 

 （２年間で△３８４億円）           （①－②） 

〔財源不足額（＝基金取崩額）〕 
△１０５ △１８２ △２０２ 

(※15年度末残高は400億円として計算) 

年度末の財政調整基金等残高 ２９５ １１３ △８９ 

  （注）平成１６年度のみ、収支改善後の当初予算案である。 
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２ 財政構造改革に向けて 

（１）財政構造改革のための基本的な前提 

 ４頁に述べたような厳しい財政収支見通しの中、以下の基本的な前提に立って、

財政構造改革を進めていきます。 

    ○ 財政調整基金等の適切な維持 

 地方分権新時代を迎え、地方政府としての自覚と責任を持って、県民本位の県

政を進めていくためには、赤字基調の財政構造から脱却し、財政調整基金等に依

存しない歳入に見合った収支均衡型の財政構造へ転換していくことが必要です。 
 

 これまで、中長期財政計画（平成１４年度～１６年度）では、不測の事態に備

え、財政調整基金等の残高の目標を標準財政規模の５％（１２６億円）（※１）

以上としてきました。 
 

本プログラムの推進期間においては、県税収入の早期回復が期待できない一

方で、国の三位一体の改革の影響により、一層厳しい財政状況が予想されます。 
 

今後の国の地方税財政制度見直し等による財源不足や高齢化の進展等に伴う

財政負担に備え、また、県民のための自主的な行政を進められるよう、プログラ

ム期間中は、財政調整基金等の基金残高を標準財政規模の５％（１００億円程度）

以上維持することに努めます。 

 

       ※１ 「標準財政規模の５％」 

          「標準財政規模」とは、地方公共団体の一般財源（使途が特定されない

税、交付税等）の標準規模を示すもので、標準財政規模の５％以上の赤字

を出した場合には財政再建団体となり、建設事業等の県債を発行すること

ができなくなります。 

 

 ○ 県債発行の抑制                        

     県債の発行については、将来の世代に更なる負担を転嫁しない財政運営を行う

観点から、投資的経費の抑制に努めながら、平成１６年度以降のプライマリーバ

ランス（※２）を黒字に維持するとともに、起債依存度（※３）を１０％以下に、 

    起債制限比率（※４）を１５％以下に抑制します。 
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    ※２ 「プライマリーバランス」とは、県債の返済額を除いた歳出と、県債の借

入額を除いた歳入との基礎的財政収支であり、返済額より借入額が少ない場

合は黒字となり、県債残高が減少していきます。 
※３ 「起債依存度」とは、各年度における一般会計の予算規模に対する県債発

行額の割合のことです。 
※４ 「起債制限比率」とは、地方公共団体における借入金による財政依存度を

判断する指標の一つで、３か年の平均値が、20％以上になると一部の県債の

発行が制限されます。 
 

  ○ 経常的な支出の一層の合理化 

   財政の健全性や弾力性を測る指標としての経常収支比率については、近年、公

債費の増加により、平成９年度に従来警戒ラインとされてきた８０％を超えまし

た。中長期財政計画では９０％以下を目標に定め、取り組んできた結果、１５年

度決算見込みでは約８７％ですが、１６年度以降は、歳入の大きなウェイトを占

める地方交付税が引き続き減少するため、９５％超にまで上昇する見込みであり、

人件費や維持管理費等の経常的支出の一層の削減に努めることが必要です。 

 

〔財政指標等の今後の見込み（収支改善計画前）〕 

項 目 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 

財政調整基金等の 
年度末残高 

４００億円 ２９５億円 １１３億円 △８９億円 

経 常 収 支 比 率 ８６．６％ ９３．６％ ９５．１％ ９５．８％ 

起 債 制 限 比 率 １２．９％ １３．３％ １３．８％ １３．９％ 

起 債 依 存 度 ８．８％ ９．５％ ８．６％ ８．６％ 

 （注）上記の起債依存度は、臨時財政対策債を除いています。 

 

〔財政指標等の基本目標〕 

項 目 プログラム期間の目標 

財政調整基金等の 
年度末残高 

標準財政規模の５％(１００億円程度)以上 
の額の確保 

経 常 収 支 比 率 ９５％以下 

起 債 制 限 比 率 １５％以下 

起 債 依 存 度 １０％以下 
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（２）財政構造改革に向けた取組み 

○ 収支改善計画                    

７頁の財政収支見通しと８～９頁の財政構造改革の基本前提に立って、給与

の適正化やシーリング（予算要求基準）の設定による歳出の削減、県債の弾力

的な発行等による歳入の確保により、１１頁の表のように計画的に収支改善を

図っていきます。（給与の適正化等の具体的な取組内容については、１４頁以降

に記載してあります。） 
 

まず、平成１６年度当初予算案の編成に当たっては、２３２億円の財源不足

額が見込まれたことから、収支改善計画として、歳出の削減と歳入の確保によ

る１２７億円と財政調整基金等の取り崩し１０５億円により収支不足の解消

を図りました。 
 

      また、平成１７年度以降についても、収支改善策や計画的な財政調整基金等

の取り崩しを図りながら、収支不足の解消に努め、財政調整基金等の１８年度

末残高について、基本目標の１００億円以上を維持します。 
 

     １２頁には、収支改善計画後の財政収支見通しを示しています。 
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 収 支 改 善 計 画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

〔一般財源ベース〕 (単位：億円)

１６年度 １７年度 １８年度 計

△ 232 △ 182 △ 202 △ 616

↓

61 23 44 128

28 0 0 28

33 23 44 100

66 63 59 188

2 3 5 10

1 1 1 3

51 54 48 153

12 5 5 22

127 86 103 316

収支改善前の財源不足額　Ａ

項　　　　　　目

Ａ＋Ｂ
△ 105 △ 96 △ 99

シーリングによる歳出の合理化

受益と負担の適正化

財政調整基金等の残高
295 199 100

（平成15年度末残高見込み400億円）

　歳　入　の　確　保　　ｂ

県税収入の確保

△ 300

県債の弾力的な発行

 収支改善額合計（ａ＋ｂ）Ｂ

収支改善後の財源不足額　Ｃ

その他の歳入の確保

給与の適正化

　歳　出　の　削　減　　ａ　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　１６年度は当初予算編成前の財源不足額

財政調整基金等の取り崩しで対応
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〔財政収支見通し（収支改善計画後）〕 

      （事業費ベース）                                           （単位：億円） 

年       度 
１６年度 

（当初予算案） １７年度 １８年度 

県 税 ９１５ ８９６ ８９６ 

地 方 交 付 税 １，２８０ １，２５３ １，２２７ 

国 庫 支 出 金 ９３３ ９１８ ８９９ 

県 債 ７６４ ７４６ ７２０ 

うち臨時財政対策債 ２８３ ２８３ ２８３ 

 上 記 以 外 ４８１ ４６３ ４３７ 

地 方 消 費 税 清 算 金 等  ２３８ ２４０ ２４３ 

そ の 他 ７６９ ７６４ ７６３ 

歳 

 

入 

計 ① ４，８９９ ４，８１７ ４，７４８ 

 

義 務 的 経 費 ２，２８０ ２，２５１ ２，２４４ 

うち人 件 費 １，２９５ １，２８０ １，３０３ 

 うち公 債 費 ８０１ ７８３ ７４８ 

投 資 的 経 費 １，３５３ １，２９６ １，２４０ 

そ の 他 の 経 費 １，３７１ １，３６６ １，３６３ 

歳 

 

出 

計 ② ５，００４ ４，９１３ ４，８４７ 

 

( ３年間で△３００億円)           （①－②） 

〔財源不足額（＝基金取崩額）〕 △１０５ △９６ △９９ 

(※15年度末残高は400億円として計算) 

年度末の財政調整基金等残高 ２９５ １９９ １００ 

 
〔財政指標見通し（収支改善計画後）〕 

項    目 １６年度 １７年度 １８年度 

経 常 収 支 比 率 ９３．６％ ９３．５％ ９３．９％ 

起 債 制 限 比 率 １３．３％ １３．８％ １３．９％ 

起 債 依 存 度 ９．５％ ９．４％ ９．０％ 

（注）上記の起債依存度は、臨時財政対策債を除いています。 
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○ 「福井元気宣言」実現のための財源確保策 

これまで述べてきた「収支改善計画」を行った後、さらに「福井元気宣言」に

掲げたビジョンの実現を図るため、それに必要な財源として、追加的に 200億円

を確保します。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

(一般財源ベース） (単位：億円)

１５年度 １６年度 １７年度 １８年度

（実績） （当初予算案） （計画） （計画）

24 47 51 51 173

(１)新規の大規模施設整備の原則凍結等 9 5 5 2 21

既存施設の最大限の活用 1 1 2

大規模イベントの原則凍結 2 2 4

公共事業等の選択と集中 9 3 2 1 15

(２)成果主義に基づく事務事業の大胆なスクラップ 11 29 29 29 98

事務事業の見直し 5 12 12 12 41

補助金の見直し 6 16 16 16 54

行政組織の重点化・効率化 1 1 1 3

(３)人件費の抑制 4 9 14 18 45

職員定数の適正な管理 3 6 9 12 30

教員配置の適正化 2 4 5 11

超過勤務の縮減 0.2 0.4 0.4 0.4 1.4

管理職手当の見直し、知事等の給料月額の減額 0.9 1.1 1.1 1.1 4.2

0 4 3 2 9

運営費的補助金の廃止 4 2 2 8

再就職の見直し 0.2 0.4 0.4 0.4 1.4

外郭団体等の統廃合 1 1

0 11 8 8 27

(５)財産売却等による歳入の確保 0 11 8 8 27  

財産売却 0.3 1 2 2 5.3  

電源三法交付金等の活用 10 6 6 22

24 58 59 59 200

(注）（１）～（５）の合計は、整数で表記しており、それぞれの内訳の合計と一致しない。
　なお、１５年度と１６年度については、「福井元気宣言」のビジョン実現のための新世紀政策推進枠事業の

財源として措置済みです。

　17年度と１８年度の計画額は、前頁の「財政収支見通し（収支改善計画後）」に反映されていません。

合　　　　　　　計    Ａ　＋　Ｂ

(4)外郭団体等の整理合理化

歳　　入　　の　　確　　保　　Ｂ

計項　　　　　　目

歳　　出　　の　　削　　減　　　Ａ　
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３ 財政構造改革の具体的な取組内容 
 
財政構造改革による収支改善計画と「福井元気宣言」の財源確保策は一体的に

取り組むべきものであり、以下の具体的な項目にしたがって、積極的に財政構造

改革に取り組んでいきます。 
 

（１）新規の大規模施設整備の原則凍結等 

○ 新規の大規模施設整備の原則凍結 

    公共施設が相当整備されてきたことから、今後は、健全な財政を維持してい

くためにも、「造る」から「使う」という観点に立って、既存施設の有効活用を

優先すべきであり、大規模施設の新たな整備は極力抑制していく必要があります。 
 

 このため、新規の大規模施設（総事業費１０億円以上）については、次の条件

をみたす重要施設に限り実施します。 
  

 広く県民に利用される施設であること 

 民間が供給・代替できる施設でないこと 

 市町村が管理運営を行うなどランニングコストの縮減が図られること 

 

○ 既存施設の最大限の活用 

 計画的な修繕により既存施設を最大限活用するとともに、既存施設の改築・大

規模改修については、必要性、緊急性、優先度を厳格に判断して実施します。 
 

 職員住宅の老朽化に伴う建替え等については、地域性等により改築の必要性が

ない限り、極力民間賃貸住宅の活用を図ります。 

 

○ 大規模イベントの原則凍結 

 大規模イベント（開催事業費１億円以上）については、県民活動の一層の活性

化や本県のイメージアップ効果が長期的に期待できるものを厳選して行うこと

とし、既に誘致が決定しているもの（第１７回全国スポーツ・レクレーション祭

（平成１６年１０月２日～５日）、第２０回国民文化祭（平成１７年１０月２２

日～１１月３日））以外は、原則として実施しないこととします。 
 

実施する場合においても、費用対効果の検証を徹底し、ボランティアや市町村

等との協力関係の強化によりコスト縮減を図ります。 

年度が記載されていないも

のは平成１５年度から実施 
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○ 公共事業等の選択と集中 
 

・ 公共事業 
 

 国の公共投資関係費の削減率等を考慮して事業費を設定するとともに、選択

と集中による事業効果の早期発現、県民生活の質の向上や安全確保の分野への

重点化を推進します。 
 

 外部委員で構成する「福井県公共事業等評価委員会」の評価に先立って、予

算担当者自らが現地に出向いて１件審査を行い、県民の視点に立って事業の必

要性等を判断します。 
 

公共事業については、これまで全国一律の方法や国の基準に沿った整備を進

めてきましたが、今後は、地形や利用実態、施工方法等、徹底的なコスト縮減

を図りながら､地方の実情に合った公共事業を進めていきます。 

このため、見直しが必要なものについては、国へ積極的に提言していくこと

も考えています。 
 

 

     ・ 県単独事業 
 

 地方財政計画の削減率等を考慮して事業費を設定するとともに、県民の暮ら

しに身近な社会資本の整備を進める観点から、道路の新設・改良等の建設中心

から歩道設置、道路の維持・補修事業へ重点化を図ります。 
 

 これまでの枠的な予算の配分から、年度途中に対応すべき維持補修を除き、

予算担当者が現地調査を行い、事業の必要性や優先度等を判断する１件審査方

式に改めます。 
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（２）成果主義に基づく事務事業のスクラップ 

○ 事務事業の見直し 

 「成果主義」、「顧客主義」、「事後評価」という「ニュー・パブリック・マネジ

メント」の考え方に基づき、「事業によって主権者である県民に何が持たらされ

るか」という政策効果を重視し、経営の視点を取り入れた「福井県政策推進マネ

ジメントシステム」を運用し、事前の目標設定と事後の厳格な評価を実施するこ

とにより、事務事業の見直しを積極的に推進します。 
 

（例） 

 観光振興業務等のアウトソーシング 

        経営改善指導事業の効率的実施（商工会等の合併、広域連携の促進） 

        農業等の改良普及事業のあり方を検討 

 

○ 補助金の見直し 

  市町村については、市町村合併による行財政基盤の強化や県からの権限の移譲

などにより､自己決定・自己責任による行政運営が一層求められており、県と市

町村との役割分担や市町村の自立を促進する観点から、市町村が実施している国

庫補助事業への政策誘導的な県費上乗せ補助金については抜本的な見直しを検

討し、「福井元気宣言」に係る事業への重点化を図ります。 
 

  また、その他の様々な団体に対する補助金についても、所期の目的を達成した

補助金や社会的ニーズの薄れている補助金は廃止するなど、その目的や効果等を

検証し、見直しを進めるとともに、団体の自立を促進する観点からも重点化を図

ります。 
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○ 行政組織の重点化・効率化 
 

・ 東アジアの海外事務所機能の重点化（平成１６年度～） 
 

  県内企業のニーズや費用対効果を踏まえ、現在のニューヨーク事務所とミラ

ノ事務所を廃止し、成長著しい東アジアマーケット開拓のため、香港や上海事

務所の機能を強化します。 

 

・ 県外事務所機能の経済面への重点化（平成１６年度～） 
 

  首都圏に位置する東京事務所と近畿圏に位置する大阪事務所は、これまでの

行政連絡中心の機能から、企業誘致や「ふくいブランド」発信の機能に重点を

移します。 
 

  中部圏に位置する名古屋事務所は、交通手段や情報通信網の発達を背景とし

て費用対効果の観点から､その業務は本庁で対応することとし、事務所を廃止し

ます。 

 

 ・ 県内出先機関の再編の検討（平成１７年度～） 
 

  進展が見込まれる市町村合併の状況を見極めるとともに、県民の利便性に配

慮しながら、より効率的、効果的な事務執行体制の構築に向けて、健康福祉セ

ンターの分庁舎のあり方や農林総合事務所および土木事務所の組織統合につい

て、平成１７年度中に検討し、方向性を示します。 
 

 

         県内の交通事情の変化や情報通信網の発達に伴い、県民の生活圏が拡大してい

ることから、地域ごとに配置している出先機関については、県民サービスの維

持・向上を前提に、県民の生活圏域や事務所までの距離・時間を考慮し、福井、

坂井、奥越、丹南、二州および若狭の６区域に１か所ずつ配置することを原則と

して、その組織のあり方を検討する必要があります。 
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 ・ 県立高校の再編の検討（平成１７年度～） 
 

 学校行事・部活動等の活性化、生徒の学力向上や適性に応じた教科・科目の

開設、教員の効率的な配置といった観点から、適正規模の検証だけでなく、機

能強化に向けた県立高校の再編、統廃合について、平成１７年度中に検討し、

方向性を示します。 

 

 ・ 「地方独立行政法人」制度の導入の検討（平成１６年度～） 
  

  県立大学について、「県立大学あり方検討懇話会」の報告を踏まえ、地域

や県民のニーズに対応した積極的な地域貢献に向け、主体的で効率的な組織

運営を行うため、「公立大学法人」への移行を検討します。 
 

  また、試験研究機関や公営企業などの地方独立行政法人化については、国

の機関の状況や、他の都道府県の取組状況を見極めながら検討に着手します。 

 

 ・ 警察の組織再編の検討（平成１６年度～） 
 

治安情勢に的確に対応し、県民が安全で安心して暮らせる社会を実現するた

め、市町村合併の動向も考慮しつつ、警察署、交番・駐在所等のあり方を検討

します。 

 

○ シーリングによる歳出の合理化 

 シーリングは、歳出規模の抑制を図る見地から国や他の都道府県の予算編成で

も取り入れられている方法であり、各部局に対して、経費別（事務的経費、投資

的経費等）に予算要求限度枠を設けることにより、一律に削減する方法です。 
 

予算要求する事業課は、シーリングの設定による限られた財源の中で、成果主義

の観点から、不要不急の事業がないか徹底した見直しを進めていきます。 
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（３）人件費の抑制 

○ 職員定数の適正な管理 

 人件費の抑制を図るため、事務事業の見直しや組織の統廃合、アウトソーシン

グ等を進めることにより、平成１５年４月から１９年４月までの４年間で一般行

政部門の職員数を５％（１６８人）削減します。 
 

○ 教員配置の適正化（平成１６年度～） 

３０人学級編成の導入など、きめこまかな教育体制を整えるため、義務教育教

員については、本県独自の適正な教員配置を検討するとともに、学校以外に配置

されている教員、例えば、市町村の社会教育主事やスポーツ主事等の県が経費を

負担している教員についても、そのあり方を検討します。 
 

○ 超過勤務の縮減 

効果的・効率的な業務の推進や職員の健康管理を図るため､目標時間の管理と

コスト意識の徹底、県税の徴収や用地交渉など夜間勤務に対する正規の勤務時間

の弾力的な割振り、長時間勤務の要因分析と対策等により超過勤務の縮減に取り

組み、人件費の適正化を図ります。 
 

○ 管理職手当の見直し 

 管理職手当については、支給率を見直し、平成１５年６月から支給額を約１０％

引き下げています。 
 

○ 知事等の給料月額の減額 

 平成１５年８月から１９年４月までの期間、知事をはじめ特別職の給料月額を

１０％減額しています。 
 

○ 給与の適正化 

   民間企業の動向等を反映した人事委員会勧告を踏まえ、毎年、給与の見直しを

行うとともに、退職手当について、国に準じて支給水準を概ね６％引き下げます。 
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（４）外郭団体等の整理合理化 

○ 運営費的補助金の廃止 

 平成１３年度に策定した「外郭団体等の経営健全指針」の対象となる外郭団体

等（※１）については、当該指針に基づき、自立を促すために、運営費的補助金

の廃止および健全な経営の確立に向け、適切な指導を行います。 
 

    また、上記の外郭団体等の基準にはあてはまらないものの、県が出資または補

助を行うなど県行政が関与している広い意味での外郭団体等については、運営費

的補助金の廃止に向けて、県に準じた経費削減や自主財源の確保を促し、団体の

自立化を図ります。 
 
   ※１ 「外郭団体等の経営健全指針」の対象となる外郭団体等とは、次に掲げる

団体をいい、現在２５団体あります。 
 

土地開発公社、道路公社、住宅供給公社 
 

        県が資本金や基本金等の２分の１以上を出資している財団法人、社団

法人（専任の職員がいない法人を除く。） 
 

        県が資本金や基本金等の２分の１以上の額の債務を負担している財団

法人、社団法人 
 

        県有施設の管理運営を委託している法人（県が認可をしていない法人

等を除く。） 
 

 

○ 再就職の見直し 

広い意味での外郭団体等に再就職している元県職員の勤務条件の基準（退職年

齢・給料月額・退職手当）を平成１５年度に見直しました。 
 
今後は、退職した県職員がその能力を活かせる仕組みづくりを検討します。 
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○ 外郭団体等の統廃合 

 「外郭団体等の経営健全指針」の対象となる外郭団体等は、現在２５あります

が、平成１８年度末までに２０以下とするため、その必要性を改めて見直し、存

続の必要性が乏しくなったものは廃止するとともに、設立目的や事業内容が類似

している団体は、多様な県民ニーズに的確に対応できるよう統合して、県民サー

ビスの一層の向上と運営の効率化を推進します。 
 
 

・ 福井県民会館の機能移転に伴う（財）福井県民会館の廃止の検討 

（平成１８年度） 

 福井県民会館施設は、今後、オープン予定の「県民プラザ（仮称）」にホー

ルや会議室等の機能を移転した後、閉館する予定であり、その管理委託先で

ある（財）福井県民会館の廃止を検討します。 
 

・ （財）芦原観光会館の廃止（平成１７年度） 
 

 大規模な研修会等の誘致のための施設を整備する目的で昭和４５年に設立

された（財）芦原観光会館は、近年、各旅館が大規模化する中で、既にその

役割を終えたものと考えられますので、施設を市に移管し廃止します。 
 

・ 産業支援のための総合的な実施体制の構築（平成１７年度） 
 

それぞれの産業支援機関に分散している産業支援機能を一元化し、企業の

需要に応じて体系的に支援する体制を構築するため、（財）福井県デザインセ

ンターと（財）福井県中小企業産業大学校を（財）福井県産業支援センター

に統合します。 
 

・ 農林漁業支援に向けた効率的な実施体制の構築（平成１７年度） 
 

 農林漁業に対する支援機能を一元化し、総合的で効果的、効率的な実施体

制を構築するため、（財）福井県農業公社と（財）福井県農林漁業大学校を（社）

福井県林業公社に統合します。 
 

・ （財）福井県すこやか長寿財団の機能の見直し（平成１７年度） 
 
    高齢社会が進展する中、高齢者等の多様なニーズにより的確に対応するた

め、（財）福井県すこやか長寿財団と関連する団体との統合による高齢者福祉

機能の強化を検討します。 
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・ 社会福祉施設の市町村等への移譲 
 

（社福）福井県福祉事業団に管理運営を委託している高齢者を対象とした

社会福祉施設については、市町村や民間での運営体制が整ってきており､県が

設置する必要性が乏しくなっていることから、市町村や民間への移譲に取り

組みます。 

 

・ 公社の経営改善 
 

（土地開発公社） 
 
    長期に保有している土地の処分や、安定した事業の確保等が課題になっ

ている土地開発公社については、長期保有土地の有効活用や処分方策を引

き続き検討するとともに、国や市町村からの受託事業の拡大、経費の節減

などの経営改善に取り組みます。 

 

（道 路 公 社）  
 

 福井県道路公社については、営業期限の設定がない、あるいは当面営業

期限が到来しない有料道路について、無料化も含め、そのあり方を検討し

ます。 

 

（住宅供給公社） 
 

景気低迷等による住宅販売の減少や借入金の金利負担等が課題となって

いる福井県住宅供給公社については、宅地分譲事業の販売促進に努めます。 
 

    また、地方住宅供給公社法では、住宅供給公社は自主解散できないこと

となっているため、他の都道府県と連携して、解散も視野に入れた法律改

正を国に要請します。 
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（５）財産売却等による歳入の確保 

○ 県税収入の確保 

 県税については、長引く景気低迷により、法人二税（法人県民税、法人事業税）

を中心に大きく落ち込んでいますが、「挑戦（チャレンジ）ふくい－福井県経済

社会活性化プラン－」の具体的施策を的確かつ迅速に実施し、産業の活性化を図

ることによって県税の増収を図るとともに、課税・徴収対策についても、一層の

県税収入の確保を図ります。 

 

○ 財産売却 

 県有財産のうち、県での利活用が見込まれないものについては、早期売却可能地、

売却困難地等に分類整理し、可能なものから一般競争入札等により適正価格での売

却処分等を積極的に進めます。 

 

○ 電源三法交付金等の活用 

 本県の重要な財源である電源三法交付金・補助金について、制度の充実や使途

の弾力化を要望するとともに、その財源を有効に活用して、福祉や教育分野など、

県民の暮らしに身近な事業を重点的に推進します。 

 

○ 受益と負担の適正化 

 使用料・手数料については、県民負担の公平性の観点および受益者負担の原則

に基づき、地方財政計画、他の類似施設との均衡等を勘案し、適正な見直しを行

います。 
 

     原則として、前回の改定時から３年以上経過しているものについては、改定を

検討し、著しく受益とコストのバランスを欠いているものについては改定を行い

ます。 
 

     分担金、負担金についても各種事業の実施に伴う関係市町村・団体等の受益や

全国の状況を十分考慮し、見直しを進めます。 
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○ 新たな自主財源の確保 

 超過課税や法定外新税の創設等、課税自主権の活用により、財政需要と県民負

担との応益関係や県内企業等に与える影響を踏まえ、税源充実策を引き続き検討

します。 

 

○ その他の歳入の確保 

 特定目的基金は、設置目的や事業への活用方法（果実運用型、取崩型）等がそ

れぞれ異なりますが、超低金利という金利情勢が続く中、果実運用型から取崩型

への転換などを可能な限り行い、財源として有効活用を図ります。 
 

 貸付事業を行っている特別会計については、適正な貸付規模を確保し、余剰金に

ついては、一般会計に返還して有効活用します。 
 

 貸付金について、適切な債権管理と未収債権の発生の防止に努めるとともに、

未収債権については、個々の実情を十分に調査し、回収に努めます。  
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Ⅲ ３つの「Ｓ」を改革の理念とした行政構造改革 
 
 

１ 「管理」から「経営」へ 
 

 地方分権新時代を迎えた今日、地方公共団体には、法令に基づき事務を行うといっ

た「行政管理」の発想から脱し、地域の実情に合った施策を自らの責任において判断

し、限られた予算等を最適配分していく「行政経営」という視点が必要です。 
 
 本県においても、国から自立した「地方政府」としての自覚と責任を持ち、これま

での慣行にとらわれない柔軟な発想により、県民とともに県政を運営していくこと、

また、市町村と協力し、国と対等な立場に立って、本県の立場を主張していくこと、

さらに、そのための職員の意識改革が必要となっています。 
 

 このような課題に速やかに対応し、財政健全化はもとより、県民が満足する県政を

進めるため、民間の経営手法を県政に取り入れ、「ニュー・パブリック・マネジメン

ト」（新行政経営）に基づく「成果主義」、「顧客主義」、「事後評価」（※１）という考

え方を県庁内に徹底する「政策推進マネジメントシステム」を構築し、「リーダーシ

ップ」、「フレンドシップ」、「パートナーシップ」の３つの「Ｓ」を改革の理念とした

行政構造改革を進めます。 
 

（リーダーシップ） 

 予算や人などの行政における経営資源を最適に配分することで、県民にとっ

て最良の政策効果を実現するため構築した「政策推進マネジメントシステム」

を的確に運用します。 

        また、これを実践する職員の意識改革を進めます。 
 

（フレンドシップ） 

 県民の思いやエネルギーを絶えず県政に活かすため、政策形成過程からの情

報公開と県民参加を推進するほか、県民の視点に立って、県有施設の運営方法

の改善や交通手段の充実に取り組むとともに、ＩＴの活用を改善することによ

り、県民サービスの向上を図ります。 
 

（パートナーシップ） 

 住民に最も身近な市町村、地域コミュニティ、ＮＰＯとの協力、協働を進め、

県民に対する多様な行政サービスの供給手段を構築することにより、県民サー

ビスの向上を図ります。 
 
     ※１ 「成果主義」は、どれだけ仕事をしたかではなく、どのような成果を県民にもたらし

たのかという成果を重視する考え方です。 

        「顧客主義」は、県民の目線に合わせ、県政への県民参加を推進する考え方です。 

        「事後評価」は、事業の予算化だけでなく、事業の成果の検証を重視する考え方です。 
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２ 政策推進マネジメントシステムを中心とした県政運営 
 

（１）政策推進マネジメントシステム（平成１６年度～） 
 

 民間の経営手法を県政運営に導入し、予算や人など限られた「行政経営資源」

を最適に配分することにより、県民にとって最大の政策効果を実現するため、「福

井県政策推進マネジメントシステム」（※１）を運用します。 

 

※１ 「福井県政策推進マネジメントシステム」は、県が効果の高い施策や事業を

打ち出すための県庁内の組織運営の考え方を示したものです。 
 

マネジメント・サイクルとして、一般的には「ＰＤＳサイクル」（計画：プラ

ン Plan、実施：ドゥ Do、評価：シー See サイクル）が知られています。 
 

本県では、この「ＰＤＳサイクル」において、「計画（プラン）」を立案する

前に政策課題の現状分析や情報収集を行う「分析」（アセスメント Assessment）

の重要性に着目した新たなマネジメントサイクル「ＡＰＤＳ（エピディス）サ

イクル」を構築します。 

 

（２）環境変化に柔軟に対応する機構改革 
 

平成１５年６月に「福井元気宣言」を実現するための組織・機構改革を行い

ましたが、今後も､社会経済情勢や県民ニーズの変化に応じ、柔軟に組織・機構

を見直します。 
 

 

年度が記載されていないも

のは平成１５年度から実施 
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（３）職員の意識改革 

○ 責任の明確化とリーダーシップの発揮 

各部局長は、年度ごとに、取り組むべき事項について知事と「政策合意」を

締結し、施策や事業の責任者としてリーダーシップを発揮して仕事に取り組み

ます。 

  また、課長をはじめとする担当職員が責任を持って成果を上げるようにする

ため、年度ごとの取組事項を所属長と確認しあう「目標管理制度」の導入を検

討します。 
     

○ 意識改革に向けた職員研修（平成１６年度～） 

職員が成果主義に対する高い意識と経営感覚を備え、県民の意見を直接聞き、

前例にとらわれない視点で仕事に取り組むよう、意識改革に向けた実務重視の

新たな研修を行います。  
       （研修内容の例） 

        ニュー・パブリック・マネジメントの視点に立った演習中心の実務的研修 
 

        企業経営者や福祉関係者等を講師に迎え、直にその実情や経験を聴き、県民

の視点で課題解決を考える研修 
 

        企業経営者等と職員が、経営や行政課題について意見交換、討議を行う研修 
 

        社会福祉施設での体験研修 
     

○ 業務プロセス改善（ＢＰＲ）運動（平成１６年度～） 

業務プロセス改善（ＢＰＲ）（※１）の考え方を基に職場改善に向けた運動を

展開することで、日常業務の効率性や県民にとっての利便性の向上を目指しま

す。 
 

※１ 「業務プロセス改善（ＢＰＲ）」とは、行政サービスの向上を目的に、慣例

や前例にとらわれずに、ゼロ・ベースで業務の進め方の改善を試みるものです。

例としては、申請様式等の簡便化や決裁過程の簡素化などがあります。 
 
（具体的手法） 

課題を共有する職員が参加して、業務プロセス改善の具体的事例や考え方に

ついて、共同して学びあうワークショップやその成功事例に関する意見交換会

を開催し、改善策の速やかな実践や普及を図ります。 
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○ 現場主義の徹底 

  「県民が何を求めているかを知る」ことを行政の仕事を進めるための基本と

し、職員一人ひとりが現場に赴き、自分の目と耳で直接調査を行い、具体的な

問題点を探ることにより課題解決に取り組みます。 
 
（例） 

現場直接リサーチ 

施策や事業を立案する前に、担当職員自らが行政サービスの対象者や関

係者のところへ直接赴き、課題や問題点など具体的な情報を収集します。 
 

  公共事業１件審査 

   予算担当者自らが現地に赴いて１件審査を行い、県民の視点に立って事

業の必要性等を調査します。 

 

○ 仕事にコスト意識を 

  限られた行政経営資源を最大限に活用するためには、担当する事業の費用対

効果を的確に見極め、時代に合わなくなった組織や事業を担当部局や職員が主

体的にスクラップしていくというコスト意識が必要です。 
 

事務事業の事後評価の実施、公共事業評価システムの再構築、公共事業への

１件審査の導入などにより､十分な成果を伴わない事務事業については、年度途

中における事業中止も辞さない見直しを行うとともに、超過勤務の縮減に努め

るなど、コスト意識の徹底を図ります。 
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（４）仕事の進め方改革 
 

○ 全国レベルの政策競争と国への積極的な政策提案 

地域間競争の中で、全国の状況や政策の情報を把握し、本県の状況等と比較

分析するとともに、民間での取扱いや海外の事例なども研究して、政策立案に

反映します。 
 
各部局の企画幹が中心となって、政策推進グループと各課との連携を図るこ

とにより、本県独自の政策を立案し、個性的で独創性あふれる政策の実現に向

けて、国に対し積極的に政策提案を行います。 

 

○ 構造改革特別区域制度の活用 

住民ニーズを踏まえた地域社会活性化の取組みを実現するため、全庁的に構

造改革特別区域制度や地域再生構想などの制度を積極的に活用します。 

 

○ 県庁内ベンチャー事業 

直面する行政課題を「県庁内ベンチャー事業」のテーマとして位置付け、柔

軟な発想と創造性を持つ若手職員のグループにその解決方策や実現案を提案さ

せます。 
 
その提案を踏まえて、必要に応じ、事業担当課に課内室やチームを設置し、

施策の具体化と実施に向けて取り組みます。 

 

○ 公務員制度改革に向けた取組み（平成１６年度～） 

 能力や業績を重視した人事管理の確立等を目指し、国が検討を進めている公

務員制度改革を見極めながら、成果主義の導入とも相まった人事評価制度を検

討し、導入するほか、新たな人材育成プランを策定します。 

 

○ 産業支援機関への目標管理手法の導入 

工業技術センターと（財）福井県産業支援センターに、優れた業績を上げて

いる民間組織等の先進的な管理手法を取り入れ、目標と成果を重視する強力な

支援体制を構築します。 
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３ 県民に身近な県政運営 
 

（１）県政への県民参加 
 

  ○ 「座ぶとん集会」、「福井女性会議」の開催 

  実際に現場で活動している県民の意見を県政に反映させるため、知事が県内

各地に出向いて、県民の声を直接聞く「座ぶとん集会」を開催します。 
 

  福井の女性の持つ優れた感性、発想を県政に取り入れるため、女性から県政

の様々な課題に対する清新な意見・提言をいただく「福井女性会議」を開催し

ます。 

 

○ 予算編成過程への県民参加 

 「福井元気宣言」の実現に密接に関連する事業については、予算編成過程に

おいて県民に公表して、意見を求め､予算編成に反映します。 

 

○ 「県民パブリックコメント制度」の有効活用（平成１６年度～） 

   県民パブリックコメント制度については、県民の意見がより一層県政に反映

できるよう運営方法を改善します。 

 

○ 県政マーケティング（平成１６年度～） 

 政策の立案段階において、できる限り幅広い県民の考え方を把握し、具体的

施策の方向性や実施方法等を検討する際の基礎データとして活用するため、県

民の意向調査や電子メールを活用したアンケートを実施します。 
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○ 県有施設整備への県民参加 

 利用者の立場に立った県有施設の整備に向け､施設の竣工前に、利用者である

県民の目で整備内容をチェックし、その意見を基に改善を行う「モニター見学

会」を実施します。 
 

（例） 

新県立病院モニター見学会の実施 

 

○ 透明性の高い県政の推進（平成１６年度～） 

 「福井元気宣言」、「政策合意」の達成状況については、年度終了後速やかに、

県民にわかりやすく公表します。 
 

 平成１６年度当初予算から稼動する予算編成オンラインシステムを積極的に

活用して財政分析を行い、本県の財政状況等をグラフや図形を使ってわかりや

すく公表します。 
 

バランスシートや行政コスト計算書の内容を充実し、政策形成に活用します。

また、公共施設ごとのコスト計算書等の作成を検討します。 
 

 県が収集し、取りまとめた統計情報や報告書等の情報については、冊子等に

よる県政情報センター等での閲覧に加えて、スピーディにホームページに掲載

し、情報公開の充実を図ります。 
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（２）利用しやすい県有施設 

 

 「県有施設」とは、県民に利用していただくことを目的として設置している

施設や事務の執務場所としての庁舎など県の有する施設全般を指しています。 
 
（例）県庁舎、合同庁舎、土木事務所、工業技術センター 

福井県民会館、国際交流会館、生活学習館、陶芸館  

福井運動公園、武道館、図書館、歴史博物館、恐竜博物館、美術館 など 
 

○ 県有施設の活用 

県庁舎や図書館などの県有施設の整備については、既に一定の水準に達して

おり､今後は、「造る」から「使う」へと発想を転換することが必要です。 
 
これまでに県が整備し、様々な目的により県民の利用に供している県有施設

について、「県民の暮らしを豊かにする」という観点から、県民の幅広い利用を

可能とするよう、運営方法を見直します。 
 
また、サンドーム福井など利用率が伸び悩んでいる施設の設置目的等を見直

すことや県庁舎の県民ホールなどの使用許可の要件を緩和することなどにより、

県有施設の多様な利用が可能となるよう検討します。 

 

○ 開館日と開館時間の拡充 

 利用する多様な県民の立場に立って、開館日や開館時間を見直し、子どもの

利用に対応した夏季休暇期間中の毎日開館や社会人の利用に対応した開館時間

の延長に取り組みます。 

 

○ フレンドリーバスの運行 

 生涯学習の拠点施設である県立図書館や生活学習館を、子どもから高齢者ま

で幅広い県民が気軽に利用できるようにするため、福井駅と施設を結ぶ「フレ

ンドリーバス」の運行に取り組みます。 
 

 嶺南地域から嶺北地域の文化施設に来場する県民の負担を軽減するため、催

事等に合わせて嶺南地域からの送迎バス「フレンドリーアート号」の運行に取

り組みます。 
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（３）利用者の立場に立ったＩＴ活用 
 

○ ＩＴ活用の責任者の明確化 

ＩＴ活用を統括する情報統括責任者（ＣＩＯ）を中心に、県民サービスの向

上と費用対効果の観点から、県庁全体のＩＴ活用を推進します。 
 

○ 県民が使いやすいホームページの提供 

県のホームページについては、高齢者や身体障害者をはじめ幅広い県民にと

って使いやすいものとなるよう、ＮＰＯと協働して、トップページをはじめと

するコンテンツを改善します。 
 

県のホームページにアクセスした県民が必要とする情報にスピーディに到

達できるようにするため、検索機能を強化します。 
 

○ 電子県庁の構築 
  ＩＴを活用した申請、届け出等の行政手続きの電子化については、真に県民

サービスが向上するか、行政事務の効率化が図られるかという視点で、費用対

効果を検証しながら､対応します。 
 

医療、教育、産業など様々な分野で、大量の情報を瞬時に送受信できる「福

井情報スーパーハイウェイ」の利活用を推進します。 
 

○ 申請書事前協議システムの活用 

申請書事前協議システムについて、申請書様式等のダウンロードサービスの

対象を拡充し、県民の利便性を向上させます。 
 

    ○ 「地方税の電子申告システム」の導入（平成１７年度～） 

  納税者の利便性の向上を図るため、システム導入や運用の経費を低減しなが

ら、地方税の電子申告制度の導入に取り組みます。 
 

  国の自動車保有手続ワンストップサービスシステムの開発の進捗状況を踏

まえて、自動車税および自動車取得税の申告手続へのＩＴ活用を検討します。 
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４ 市町村、民間団体との協働による県政運営 
 

（１）地方分権新時代に対応した市町村の自立の支援 
 

○ 自主的な市町村合併の推進 

 市町村が自治能力の拡充をめざして取り組む自主的な合併を促進するため、平成

１４年に策定した「福井県市町村合併支援プラン」に基づき、合併特例法の期限内

に全庁を挙げて支援します。また、合併特例法の期限後は、国の新たな法律の内容

を見極めながら、対応を検討します。 
 

住民に身近な市町村が地方分権新時代における地方行政の主役になります。

県は、市町村の対等なパートナーとして、市町村行政の補完や広域的な調整な

ど支援に努めます。 

 

○ 市町村への権限移譲 

 県民サービスの向上を図る観点から、住民に最も身近な市町村が実施するこ

とが望ましい事務について、権限移譲のあり方や手法等を検討し、権限移譲を

推進します。 
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（２）ＮＰＯや地域コミュニティとの協働 
 

○ ＮＰＯとの協働 

 平成１５年度中に策定する「ＮＰＯ（民間非営利団体）との協働指針（仮称）」

により、協働の基本的な考え方や協働事業の選定基準等（※１）を明らかにし、

子育て、在宅介護をはじめとする多様な分野で、ボランティア団体を含むＮＰ

Ｏとの協働を推進します。 
 

  ※１ 協働の基本的な考え方：行政との対等性、ＮＰＯの自主性尊重など 

     事業選定の基準   ：ＮＰＯの特性の発揮、県民サービスの向上、 

                 行政の効率化など 

（例） 

母親や保育士の協力による手作りの子育て情報誌作成をＮＰＯ等に

委託 
 

既存の民家等を活用してデイサービスを行うＮＰＯ法人等に整備費

の一部を支援 
    
 

○ 地域コミュニティとの協働 

 市町村と連携して、地域コミュニティにおける自主防犯活動や自主防災活動、

高齢者や障害者を支える活動など、県民の自主的な地域活動との協働を推進し

ます。 

 

（例） 

「ふくいマイタウン・パトロール隊」など地域住民による自主防犯活

動の支援、顕彰等 
 

高齢者や障害者を地域ぐるみで支え合う仕組みづくりを進める市町

村を支援 
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（３）民間活力の活用 
 

○ アウトソーシングの推進 

 地域の活性化の推進やコストの縮減を図るため､牧場での飼養、搾乳など特殊

な技能を要する業務や、海水浴場の水質検査など一時的に集中する業務で専門

的な知識や技術を要するものなどについて、民間のノウハウや技術等を活用し

たアウトソーシング（外部委託）を推進します。 

 

○ ＰＦＩの活用（平成１６年度～） 

 県立病院の駐車場の整備・運営について、民間の資金や技術等を活用するＰ

ＦＩ（※１）の導入の可能性を検討し、事業の着手に向けて取り組みます。 

      

※１ 「ＰＦＩ」とは、公共施設等の整備・運営において、民間企業が事業を

行う主体となり、設計・建設から維持管理・運営までのサービスを提供す

る手法のことです。 

 

○ 公共施設の管理運営の民営化の検討（平成１８年度～） 

 指定管理者制度の導入に伴い、公共施設の管理運営について、民間の能力や

ノウハウを活用して、県民サービスの向上とコストの縮減を図るため、民間企

業の参入のあり方を検討します。 

 

 これまで、公共施設の管理委託先は、公共団体や県の出資団体等に限定され

ていましたが、平成１５年６月の地方自治法の改正により、民間企業も含めた

各種団体の中から管理者を選定する指定管理者制度に改められました。 
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  福井県政府の樹立に向けて 
 
 

  「福井元気宣言」では、「自己決定・自己責任」の原則の下、市町村と協力し、

国に対して対等の立場で県民益を主張、提言する新しい福井県政府を樹立するこ

ととしています。 

また、変革の時代といわれる２１世紀において、地域のポテンシャリティを高

めていくためには、県民にとって何が必要かを絶えず問いつづける姿勢を持つこ

とにより、真に求められる行政課題を的確に探り当て、地域の持つ優れた可能性

を大切に伸ばし、育てる独創性あふれる施策を展開することが求められています。 

  そのためには、このプログラムを速やかに実現することにより、国から自立し

た強靭な財政構造を構築するとともに、地域を経営するという観点から限られた

行政経営資源を最大限に活用し、県民の皆さんの思いやエネルギーを絶えず県政

に反映させる新しい行政システムを全国に先駆けて築きあげることが必要です。 

  「福井元気宣言」の達成に向け、知事を中心に全職員が一丸となって、県民が

納得し、満足する県政を絶えず追求し、県議会と連携しながら、市町村、地域コ

ミュニティ、ＮＰＯそして一人ひとりの県民との協働により、本県が持つ「良き

もの、優れたもの」を大切に活かす施策を展開し、ふるさと福井に誇りを持てる

県政の実現を目指します。 
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